
＜保険内サービス＞

金　額 内　　　　　訳

要支援１ ２，１２１円／月

要支援２ ４，１３１円／月

５８１円／月　
生活行為向上を目的とした利用者に対しあらかじめリハビリテーション実施計画
書を作成しリハビリを実施した場合（６月以内）

２３３円／月
理学療法士等を中心に他職種共同で運動器機能向上計画を作成し、実施・評
価・見直し等をした場合

１５５円／月
管理栄養士等を中心に他職種共同で栄養ケア計画書を作成し、実施・評価・見
直し等をした場合

５２円／月
他職種が共同して栄養アセスメントを実施した場合
栄養状態等の情報を厚生労働省へデータ提出

２１円／回
介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングかつ口腔スクリーニングを行
い、介護支援専門員に文書にて情報を提供した場合（６月に１回）

６円／回
介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニング又は口腔スクリーニングを行
い、介護支援専門員に文書にて情報を提供した場合（６月に１回）

１５５円／月
歯科衛生士等を中心に他職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成し、実
施・評価・見直し等を実施した場合

１６６円／月
歯科衛生士等を中心に他職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成し、実
施・評価・見直し等を実施した場合
口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省へデータ提出

４９６円／月 ※のサービスを選択的に２種類実施した場合

７２４円／月 ※のサービスを選択的に３種類実施した場合

１２４円／月
選択的サービス利用者が６０％、要支援状態の維持、改善した利用者が７０％
の場合

４１円／月
利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省へデータ提出した場
合

９１円／月

１８２円／月

所定単位数にサービス別加算（４．７％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

所定単位数にサービス別加算（２．０％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

所定単位数にサービス別加算（１．０％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

※　なお、上記金額・内訳につきましては、厚生労働大臣が定める基準により変更されることがありますのでご了承下さい。

＜保険外サービス＞
金　額 内　　訳

７００円／日 食材料費及び調理費相当額

２０５円／日 お茶菓子など　１５時に提供　希望者のみ

２００円／日 ティッシュペーパー・タオルリース代など

１２０円／日 教養娯楽に関するもの　娯楽・レク材料など

実費／回 各種行事参加者

実費／回 パンツ型２５０円　紙オムツ２２０円　フラット型１５０円　尿取り１００円

食費（昼食）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

生活行為向上リハビリテーション実施加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙　２　

費　　　用　　　項　　　目
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要支援度により、定められているサービス費の額が変わります

介護職員総数のうち介護福祉士を７０％以上配置、又は勤続年数が１０年以上
の介護福祉士を２５％以上配置した場合

科学的介護推進体制加算

事業所評価加算

栄養アセスメント加算

※口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護老人保健施設　グリーンビレッジ蕨　介護予防通所リハビリテーション料金表

介護保険１割負担額　（地域区分別単位単価・６級地　１０.３３円）　２０２３年９月１日実施

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

※口腔機能向上加算（Ⅱ）

オムツ代

教養娯楽費

特別行事費

日用品費

※運動器機能向上加算

※栄養改善加算　

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）要支援１

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）要支援２

おやつ代

費　用　項　目

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）

　　　


